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正規職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与に係る

取扱いについて

総務課

１ 趣 旨

正規職員の給与の改定に係る取扱に準じて非常勤職員の給与を改定するようにとの国か

らの通知（令和５年５月２日）を受け、給与改定があった場合、会計年度任用職員の給与に

ついては一部を除いて※１正規職員の給与改定の取扱に準じることとするよう制度の改定を

検討しています。

２ 改定方針・検討事項

主な改定内容・改定検討内容は下記のとおりです。

※１ 給与改定による差額を遡及支給をする会計年度任用職員の範囲は国の取扱いに準

じ、任用期間３箇月以上かつ週 15.5 時間以上勤務する会計年度任用職員とします。

引上げ改定の場合、遡及の対象外となる会計年度任用職員については、令和５年

12月分の給与から改定します。

３ 改定による効果

今年度の人事院勧告では給料表の平均改定率が全体で 1.1％（１級 5.2％、２級 2.8％、

３級 1.0％、４級 0.4％、５級以上 0.3％）ですが、会計年度任用職員の給料表帯では平均

で約７％の引上げとなる予定です。

４ 今後の予定

・令和５年 11月 国給与法改正法案国会通過

・令和５年 11月 関係条例・規則等改正

・令和５年 12月 12 月分給与から給料表等を改定し支給

・令和６年 １月 差額支給

項 目 現 行 改正後

給料表の改定
改定のあった年の翌年度

から適用

【引上げ改定】

改定のあった年の４月１日に

適用（差額を遡及して支給）

【引下げ改定】

改定のあった年の 12 月 1 日

に適用（差額を遡及しない）

期末手当の

支給率改定

改定のあった年の翌年度

から適用

改定のあった年の年間改定率

を適用させ 12 月期末手当で

支給
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複業人材（琴浦町立こども園組織戦略アドバイザー）の就任について

企画政策課

子育て応援課

優秀な複業人材と民間企業、地方自治体をつなぐマッチングプラットフォームを運

営する㈱Another works※と連携し、行政課題解決に向け複業人材を活用した取り組

みを試験的に実施します。

全体 18 名の応募があった中で書類選考、オンライン面談選考を経て、複業人材と

して「琴浦町立こども園組織戦略アドバイザー」を決定しました。

※株式会社 Another works（アナザーワークス）〔東京都港区〕

「複業クラウド」を運営（人材のストック、マッチング実績多数）

１．決定した複業人材

田中ルーシー匡知(たなか るーしー まさとも)

２．決定理由

・鳥取、琴浦とのゆかりがあり関係人口の創出に期待できる。

・自ら子育て中で課題感が明確、イメージが出来ている。

・即効性のあるノウハウがある。

・組織改革だけでなく、新規採用に関しても効果的なフォローができる。

・コミュニケーション力が高く園と良好な関係が期待できる。

３．複業人材受入期間

令和５年 10 月下旬～令和６年４月 30 日（半年間）

４．経費

無償対応（実証事業であるため）

５．複業人材の活用内容

・こども園の職場環境に関するアドバイス

・保育教諭離職防止に関する施策づくり

近年、保育現場の離職率は高く、町立こども園でも令和４年度末に保育教諭７

名の退職がありました。課題の原因を解明し、保育現場の離職防止対策を講じる

ため、多様な知見と経験を持った「複業人材」の力を借りて、保育の現場をより

良くする取り組みを進めます。

６．現地視察と就任式の開催について

10 月 25 日(水)開催

午前：各園現地視察

午後：就任式、各園長と役場とのディスカッション等
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韓国江原道麟蹄郡表敬訪問について

企画政策課

１ 概要

琴浦町と友好親善交流協定を締結している韓国麟蹄郡について、コロナ禍で停滞

していた交流の再開を進めるため表敬訪問し、相互訪問による交流再開などについ

て協議を行った。

２ 訪問内容

期間 10 月 12 日（木）～15 日（日）

10/13～14 韓国江原道麟蹄郡訪問

郡庁舎表敬訪問 合江文化祭開催式参加

訪問者 福本町長、随行者 2名

（１）麟蹄郡守との会談

麟蹄郡庁で 崔 相基(チェ・サンギ）郡守より歓迎を受け、新型コロナウイルス

流行等の影響にもより停滞していた交流について、再び相互訪問等による交流を

盛り上げ、更に友好関係を深めて行くことを確認した。

また、来年度の町制 20 周年記念事業等に郡守を招待するとともに、今後の行政、

民間団体等の相互訪問交流について、具体的に調整していくこととした。

（２）麟蹄郡合江文化祭開催式出席

訪問時には合江（ハッカン）文化祭が開催されており、麟蹄郡の友好親善交流自

治体として福本町長も来賓として開催式に出席した。

崔 (チェ）郡守に挨拶・会談 合江（ハッカン）文化祭出席

３ 今後について

来年度の町制 20 周年記念式典等の記念事業に併せた来訪について、麟蹄郡と協議し

ながら調整を進めていく。また、民間団体等の交流についても相互訪問等を奨励する

とともに、町の具体的支援について検討する。
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女性模擬議会の開催について

企画政策課

１ 概 要

女性模擬議会は、女性の声を町政に届ける、女性の政治参画の機会を増やす取り組

みとして、琴浦町男女共同参画推進会議が主催されます。昨年度同様、町の課題など

について、一般質問の形式で町民から行政へ問い質します。

質問内容は、当日までに開催された研修会を通して町民からあがった声を基に作成

されます。

２ 日程・場所

（1）女性模擬議会

令和５年 11 月 18 日（土） 13：30～16：00（予定）

まなびタウン４階多目的ホール

（2）研修会

３ 参加対象

（1）女性模擬議会

一般質問は女性が行います。

※傍聴は性別を問いません。

（2）研修会

性別を問わず、参加者を募集しました。

４ 質問内容

「誰もが住みやすいまちづくり」の観点から、通告書を作成されています。

５ 主催団体

琴浦町男女共同参画推進会議（会長：安谷 潔美さん）
やすたに きよ み

会員同士で交流や意見交換を行ったり、町民を対象に啓発活動や研修を開催した

りするなど、町の男女共同参画のために取り組む団体。

日にち 内容

第１回 ９月２日（土）
女性の政治参画について勉強会、参加者による意見交換

（講師：池田幸恵大山町議会議員） （参加者 17 名）

第２回 ９月 10 日（土） 意見交換 （参加者 16 名）
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◆お問合せ・参加申込はこちらへ

琴浦町男女共同参画推進会議 (担当：安谷）

TEL. 0858-52-1175 kannon@vega.ocn.ne.jp

とき

場所

琴浦町生涯学習センター

まなびタウン
多目的ホール

１１月開催の模擬議会に向けて
●●●研修会日程●●●

第１回 ９月２日（土）
１０：００～１１：３０
まなびタウン

第２回 ９月１６日（土）
＊時間・場所は第１回と同じ

第３回 １１月上旬予定
＊リハーサル
＊時間と場所は第１回と同じ

いつ？

どこで？

令
和
5
年
度

よ
り
ん
彩
活
動
支
援
事
業

女

性

模

擬

議

会

11月18日(土)
13：30～15：30 

※2021.11.3第一回女性模擬議会
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令和５年度鳥取県優秀経営農林水産業者等表彰について

農林水産課

１ 概 要

鳥取県における農林水産業の発展並びに、その技術及び経営の改善意欲の高揚を図る

ため、毎年優れた農業者等が県知事から表彰されている。

琴浦町から個人５名が表彰され、式典が 10 月 24 日（水）に鳥取県庁講堂で開催され

る。

２ 被表彰者について

（１）優秀経営農林水産業者

・上向 信之さん（梨）

ハウス二十世紀梨など様々な品種（９品種 151ａ）の梨栽培に取組んでいる。

有望品種（新甘泉、秋甘泉、王秋）でのジョイント栽培を積極的に導入するなど作

業の効率化及び経費削減を図り生産拡大に努めている。

・福田 寛さん（酪農） ※農林水産大臣賞も併せて受賞。

現在、経産牛 120 頭、育成牛 104 頭を飼養している。

自給飼料生産に力を入れて飼料コストを削減し、牛群管理を効率的に行える体制

を整えることで疾病を減らし、無駄のない経営を行っている。

（２）農林水産業功労者

・内山 茂昭さん（和牛繁殖）

現在、繁殖和牛 17 頭の飼育管理と子牛７頭を育成している。

ＪＡ鳥取中央和牛生産部長を３期（H29 年～R4 年）まで務められ、持ち前のリー

ダーシップで長年にわたり他の生産者を牽引し地域の畜産振興に寄与されている。

・中本 敏彦さん（梨・栗）

現在、梨 104ａ、栗（ぽろたん）10ａの栽培に取組んでいる。

梨生産部役員など歴任する中、東伯梨生産部長を２期務められるなど梨の産地振

興に尽力されている。現在は、琴浦栗生産部指導部長、琴浦町農業委員会会長職務

代理を務めるなど琴浦町の農業振興に貢献している。

（３）未来を担う青年農林水産業者

・坂口 直純さん（養豚）

父親が営んでいる養豚経営を受け継ぐため、４年前に関西の企業からＵターン就

農された。現在、父親が母豚 50 頭を飼育管理し安定した養豚一貫経営を維持してお

り、その全てを受け継ぐため豚舎内の作業を１人で出来るように努力している。
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琴浦ととのうらフェスタの実施結果について

商工観光課

『琴浦グルメ de めぐるウォ－ク』と同時開催した『琴浦ととのうらフェスタ』

の実施結果について報告する。町の『観光・食・ととのい』を体感してもらうこと

を目的に開催した。当日は天候にも恵まれ、特に昼食の時間帯は大盛況であった。

１ 実施結果の概要

２ 当日の模様

▲ｸﾞﾙﾒｳｵｰｸ ▲主会場での「食」 ▲ｻｳﾅ体験

▲ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ太鼓 ▲ﾓﾙｯｸ ▲ゴミ拾い

▲ﾏｯｻｰｼﾞ ▲船上山少年自然の家ｸﾗﾌﾄ ▲防災ﾌｪｽ

NO 項 目 内 容

1 日 時 ・10 月 7日（土）10 時 00 分～15 時 00 分

2 場 所 ・東伯総合公園

3 内 容
・琴浦ｸﾞﾙﾒ de めぐるｳォｰｸ ・ととのうらﾏﾙｼｪ ・防災ﾌｪｽ

・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ太鼓、ﾓﾙｯｸ、似顔絵、ｸﾗﾌﾄ）・ﾃﾝﾄｻｳﾅ

4 集客数 ・約 1,000 人（内ｳォｰｸ参加者：215 人）

5 出店数 ・15 団体（飲食出店 10店舗含む） ・合計売上額約 80 万円

6 満足度等
・ｲﾍﾞﾝﾄ満足度（楽しかった） ：98.4%

・再来訪意向（次回も参加したい）：98.4% ※61 人へ聞取結果より
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令和５年７月梅雨前線豪雨に係る災害査定の結果について

建設住宅課

１ 概要

令和５年７月梅雨前線豪雨による公共土木施設災害復旧工事に係る国の災害査定結果

について報告する。

２ 査定結果

査定申請２箇所 国庫補助申請額に対し、満額の決定（査定率 100％）

現在、工事発注に向け起工設計書作成中。また、工事の支障となる電柱移転の準備中。

９月２５日に行われた災害査定（実地）第２６号の様子

３ 今後の対応予定

（１）令和５年９月豪雨災害への対応

１１月６日～１０日予定の災害査定（第４次）に向け、査定設計書の精査中。

災害査定完了後は速やかに工事発注を行う。

査定

番号
町道路線名

申請額

（補助対象）

査定額

（補助対象）
査定率 国庫補助額 補助率

道路 26 釛上野線１号 33,847,000 33,847,000 100％ 22,575,949 0.667

27 釛上野線２号 5,665,000 5,665,000 100％ 3,778,555 0.667

合計 39,512,000 39,512,000 100％ 26,354,504 0.667
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社会教育課関係事業及びイベントの実施について

社会教育課

１ 各地区公民館まつり・作品展

下記一覧表のとおり開催されますので、ご案内します。

２ 文化芸術関係イベントについて

下記一覧表のとおり開催されますので、ご案内します。

名 称 日 時 会 場

 下郷公民館まつり
10月 21月（土）13：00～17：00

※健康マージャン交流会

29日（日） 9：00～15：00
 下郷地区公民館

 浦安地区公民館まつり
11月 11日（土）9：30～16：30

12日（日）9：30～15：00
浦安地区公民館

 古布庄むらの芸術展
11月 11月（土）～13日（月）

9：00～16：00
 古布庄地区公民館

以西地区住民作品展

11月 11月（土）～19日（日）
平日：9：00～16：00
土日：9：00～12：00

旧以西小学校

ランチルーム 他

 八橋地区公民館まつり 11月 19日（日）9：00～15：00 八橋地区公民館

 上郷地区住民作品展
11月 22日（水）～25日（土）

10：00～16：00
上郷地区公民館

行事名 日時・会場

第 16回
琴浦町民文化祭

11月 3日(金・祝)～11月 5日(日)
9:00～17:00（最終日は 15:00まで）

琴浦町生涯学習センター

第 6回
カウベル合唱フェスティバル

11月 12日(日)13:30開演
琴浦町生涯学習センター

チケット受付開始 10/2

第 8回
琴浦 秋の芸能祭

11月 19日(日)12:30開演
赤碕分庁舎

チケット受付開始 10/23
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まなタン教養講座の開催について

社会教育課

１ まなタン教養講座の開催について

詳細は今後、ホームページや町報等でお知らせします。

○ことうらスマホサポーター養成講座

内容：スマートフォンの使い方を人に教える方法を学び、地域で活かして

いただけるよう講座を開催します。

【東伯会場】11 月 15 日（水）まなびタウンとうはく３階第２会議室

①Android の部 9：30～ ②iPhone の部 13：30～

【赤碕会場】11 月 29 日（水）赤碕分庁舎 ３階会議室

①Android の部 9：30～ ②iPhone の部 13：30～

○「誰でも参加できる写真講座」の開催について

日時：11 月 26 日（日）9:00～11:30

会場：赤碕（別所） 椿の森

講師：鳥取写真家 宮川大志さん（徳万）

内容：椿の森を散策しながら、映える写真の撮り方、写真上達のコツにつ

いて学びます。

★講師の写真展も開催

日 時 11 月３日(金・祝)～11 月 26 日（日）

会 場 琴浦町生涯学習センター ２階談話コーナー

○今後のまなタン教養講座の予定

12/26（火） プログラミング講座（小学４年～６年生対象）

１月中旬 和菓子とお抹茶講座

２月頃 親子で学ぶお金の講座（仮）
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ことうらスマホサポーター
 養成講座

あなたのチカラを地域で活かしませんか？

スマートフォンの使い⽅をアドバイスする
「サポーター」の養成講座です。
地域で活動したい⽅、覚えた知識を誰かに教えたい⽅、困って
る⽅に教えてあげたい⽅向けに講座を開催します。

東伯会場 ⾚碕会場

内容
スマホの使い⽅を⼈に教える⽅法を学びます。どん
な順番で説明したらわかりやすいのか、スマホ相談
における⾼齢者の特徴などを学びます。

参加費無料

令和５年度 社会教育課教養講座

11⽉15⽇(⽔)
⾚碕分庁舎 ３階会議室まなびタウンとうはく

    3階第2会議室
①androidの部
 9：30〜11：30

②iPhoneの部
 13：30〜15：30

③androidの部
 9：30〜11：30

④iPhoneの部
 13：30〜15：30

①〜④の⽇程から、選んでください。
複数⽇程の参加も可能です。

11⽉29⽇(⽔)
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申込方法

・募集人員・・・各回１０名程度（応募者多数の場合は抽選）

・対象・・・琴浦町在住、在勤の方、普段使っているスマホを持参できる方

・申込方法・・・インターネット、メール、電話または窓口（まなびタウン３階社会教育課）

・申込締切・・・令和５年１１月 1日（水）まで

【申込・問い合わせ先】

社会教育課 生涯学習係（徳万 266-5 まなびタウン三階）

電話：52-1161

メール：syakaikyouiku@town.kotoura.tottori.jp

主催：琴浦町社会教育課生涯学習係

令和５年度 社会教育課教養講座

「ことうらスマホサポーター」養成講座 受講申込書

氏名（ふりがな） 年齢

住所 〒

電話番号

メールアドレス

参加日程

（該当に○印） ① ② ③ ④
受講目的 例：スマホの知識を教えたい、地域で活動したいなど

自分が講師となっ

て教えたいこと

例：スマホの基本操作、写真の撮り方など

切り取り

↑スマホで申し込み
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 ⽇時 令和５年１１⽉２６⽇（⽇）9：00∼11：30
 会場 ⾚碕 椿の森（琴浦町別所799-2）
  

  会場には駐⾞場がないため、バスで移動します。
  以下の2か所どちらかからご乗⾞ください。
   ①まなびタウンとうはく正⾯⽞関前（8:30発）
   ②⾚碕総合運動公園野球場北側駐⾞場（8:45発）
     

�� 【⾬天時】会場をまなびタウンとうはくに変更し、
       「映えるテーブルフォト講座」を開催します。
 対象者  町⺠
 定 員  25⼈ ※中学⽣以下は保護者の同伴が必要です
 持ち物  スマートフォン⼜はデジタルカメラ、⾬具、飲み物
      汚れてもよい服装・靴、両⼿があくリュックサック等  
 申込期限 11⽉17⽇（⾦）17時まで
 申込先  琴浦町教育委員会社会教育課 電話�52−1161

 ⿃取写真家

 宮川⼤志さんを講師に、

“映える”写真の撮り⽅、

写真上達のコツについて

森を散策しながら学びます。

「植物」×「⾃然」×「映え」
まなびタウン教養講座

宮川さんスマホ撮影の写真

開催！
宮川⼤志さん写真初個展「挑戦」
 ⽇時 11⽉3⽇（⾦）∼11⽉26⽇（⽇） 
 会場 まなびタウンとうはく ２階談話コーナー
           

こちらの2次元バーコード
から申込できます 椿の森は、800種を超える約2000本の椿や多種多様な花⽊が育つ

 琴浦町にある冒険⼼をくすぐるようなワイルドな森です。

宮川さん
公式ホームページ

 
【⿃取写真家・宮川⼤志さんプロフィール】
 当時の由良育英⾼校新聞部に所属し⾼校駅伝・野球など新聞社のカメラマンと
 並んで撮影した時の楽しさがきっかけでカメラを始める。昨年より、世界的な
 写真コンテストに挑戦を始め、現在11タイトルを獲得している。 （9⽉22⽇現在）            

  講師
   ⿃取写真家

 宮川⼤志さん
  （徳万在住）

誰でも参加できる写真講座

主催 琴浦町教育委員会

講座の指導をしていただく
講師の作品をご覧ください
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会場
琴浦町266-5 ⽣涯学習センター
まなびタウンとうはく ４階研修室

申し込み対象：⼩学校４年⽣以上の⼩学⽣
時間：①9:15集合 9:30〜10:30
   ②10:45集合 11:00〜12:00
定員：名回 ５名

１２⽉２６⽇（⽕）

講師
：⼭⽥太⼀先⽣

湯梨浜町で無⼈航空そ
らあいを運営。
ドローン空撮、動画撮
影、youtube作成など

JDI社製ロボマスターという陸上ドローンを教材
に、プログラミング、プログラム実⾏の⼀連の流
れをゲーム感覚で学びます。

プログラミング講座
ロボマスター

問い合わせ先
琴浦町役場社会教育課
0858-52-1161

保護者の⽅、⾒学⾃由です。
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